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１　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

自
転
車
は
環
境
に
優
し
い
交
通
手
段
で
あ
り
、
災

害
時
の
移
動
・
輸
送
や
健
康
の
増
進
、
交
通
の
混
雑

の
緩
和
等
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
転

車
の
活
用
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
充
実
が
重
要
と

な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
29
年
５
月
に
は
、
自
転
車
の
活
用
を
総
合
的

か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
自

転
車
活
用
推
進
法
が
施
行
さ
れ
、
平
成
30
年
６
月
に

は
、
自
転
車
活
用
推
進
法
に
基
づ
き
、
国
に
よ
り
自

転
車
の
活
用
の
推
進
に
関
し
て
基
本
と
な
る
計
画
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
自
転
車
活
用
推
進
計
画
が
策

定
さ
れ
ま
し
た
。

昨
今
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
通
勤
・
配
達
目
的
で

の
自
転
車
利
用
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
や
、
情
報
通
信
技

術
の
飛
躍
的
発
展
、
高
齢
化
の
進
展
等
、
自
転
車
を

取
り
巻
く
社
会
情
勢
は
変
化
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

本
市
に
お
い
て
も
、
自
転
車
の
安
全
な
利
用
を
推
進

す
る
た
め
、
従
前
よ
り
実
施
し
て
い
る
自
転
車
の
交

通
安
全
教
室
等
の
事
業
に
加
え
、
新
た
に
自
転
車
を

活
用
し
た
環
境
負
荷
の
低
減
や
市
民
の
健
康
増
進
等

を
図
る
事
業
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
後
、
本
市
の
地
域
資
源
と
自
転
車
の
持
つ
有
用

性
を
最
大
限
に
活
か
し
、
ま
た
、
自
転
車
を
取
り
巻

く
課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

自
転
車
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
関
し
、
基
本
理

念
を
定
め
、
市
及
び
自
転
車
利
用
者
の
責
務
や
市
民

先進・ユニーク条例【解説】

　入間市は、「入間市自転車活用まちづくり条
例」を制定した（令和５年条例第27号とし
て、同年９月26日公布、同年10月１日施
行）。
　自転車を活用した健康的で魅力あるまちづ
くりを総合的に推進することが目的である。
多様化する自転車活用の課題に対応するため
に、基本施策として八つのキーワードを掲げ、
担当部署間や関係機関等と連携協力を図りな
がら、取組を進めていく。

等
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
市
の
基
本
施
策
を
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
自
転
車
を
活
用
し
た
健
康
的
で
魅

力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、

本
条
例
を
令
和
５
年
10
月
１
日
に
施
行
し
ま
し
た
。

２　

条
例
の
内
容
・
解
説

本
条
例
は
、
自
転
車
を
活
用
し
た
健
康
的
で
魅
力

あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
総
合
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
条
例
制
定
の
背
景
や
意
図
に
つ
い
て
記

し
た
前
文
と
、
目
的
や
基
本
理
念
、
市
の
責
務
、
基

本
施
策
等
を
定
め
た
全
14
条
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

本
条
例
の
主
な
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

埼玉県
入間市

入
間
市
自
転
車
活
用
ま
ち
づ
く
り
条
例

入
間
市
市
民
生
活
部
交
通
防
犯
課
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（
１
）
前
文

前
文
で
は
、
ま
ず
、
本
市
に
お
け
る
地
勢
や
自
転

車
と
の
親
和
性
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
ま
す
。
昭
和

44
年
８
月
か
ら
昭
和
61
年
３
月
ま
で
加
治
丘
陵
に
設

置
し
て
い
た
「
武
蔵
サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス
」
は
、

サ
イ
ク
リ
ン
グ
専
用
道
路
と
し
て
全
国
に
先
駆
け
て

開
通
し
多
く
の
方
に
利
用
さ
れ
る
な
ど
、
交
通
手
段

以
外
に
も
自
転
車
を
活
用
し
た
取
組
が
行
わ
れ
て
き

ま
し
た
。

次
に
、
自
転
車
の
特
性
及
び
現
状
と
課
題
に
つ
い

て
記
載
し
て
い
ま
す
。
自
転
車
に
は
多
く
の
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
一
方
で
、
自
転
車
が
関
連
す
る
事
故
や
犯

罪
、
安
全
で
快
適
に
利
用
す
る
た
め
の
道
路
や
自
転

車
駐
車
場
の
整
備
な
ど
課
題
も
あ
り
、
そ
の
解
決
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
は
、
自
転
車
の
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
、
市

民
や
事
業
者
と
行
政
と
の
協
働
に
よ
り
自
転
車
を
活

用
し
た
健
康
的
で
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す

る
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。

（
２
）
定
義
（
第
２
条
）

本
条
例
の
条
文
に
使
用
す
る
用
語
の
意
味
を
明
確

に
す
る
た
め
に
定
め
て
い
ま
す
。

本
条
例
で
は
、
自
転
車
の
定
義
と
し
て
、
道
路
交

通
法
第
２
条
第
１
項
第
11
号
の
２
に
規
定
さ
れ
て
い

る
も
の
だ
け
で
な
く
、
同
法
第
２
条
第
１
項
第
10
号

ロ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
特
定
小
型
原
動

と
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
基
本
施
策
を
総
合
的

に
実
施
す
る
際
に
は
、
自
転
車
活
用
推
進
法
や
自
転

車
活
用
推
進
計
画
な
ど
、
関
連
す
る
法
令
や
計
画
等

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
国
及
び
県
、
近
隣
自
治
体
な

ど
の
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
を
図
る
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
自
転
車
の
有
用
性
を
活
か
し

た
事
業
の
実
施
や
課
題
解
決
に
向
け
た
取
組
を
、
必

要
に
応
じ
て
国
、
県
、
近
隣
自
治
体
等
と
連
携
し
な

が
ら
、
基
本
施
策
に
基
づ
き
推
進
す
る
も
の
で
す
。

（
５
）
基
本
施
策
（
第
11
条
）

自
転
車
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
は
、
第
３
条
の

基
本
理
念
に
従
い
市
の
責
務
と
し
て
総
合
的
に
実
施

す
る
基
本
施
策
に
よ
り
推
進
す
る
も
の
と
定
め
て
い

ま
す
。
基
本
施
策
は
、「
環
境
」、「
健
康
」、「
観
光
」、

「
産
業
」、「
災
害
」、「
空
間
」、「
安
全
教
育
」、「
交

通
手
段
」の
八
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
柱
と
し
て
お
り
、

全
庁
的
に
多
岐
に
わ
た
る
自
転
車
に
関
す
る
市
の
取

組
を
基
本
施
策
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

「
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
を
図
る
た
め
の
自
転
車

を
活
用
し
た
取
組
に
関
す
る
こ
と
。」
は
、
ガ
ソ
リ

ン
等
の
化
石
燃
料
を
必
要
と
し
な
い
自
転
車
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
す
る
取

組
に
関
す
る
こ
と
等
を
い
い
ま
す
。

「
自
転
車
を
活
用
し
た
健
康
づ
く
り
の
推
進
に
関

す
る
こ
と
。」
は
、
自
転
車
を
活
用
し
た
ス
ポ
ー
ツ

機
付
自
転
車
を
加
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
特
定
小
型

原
動
機
付
自
転
車
は
新
た
な
モ
ビ
リ
テ
ィ
と
し
て
そ

の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
一
方
、
条
件
を
満
た
し
た
特

定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
は
、
車
道
だ
け
で
は
な
く

自
転
車
道
や
歩
道
の
通
行
も
一
部
可
能
と
な
る
な

ど
、
自
転
車
と
同
様
の
安
全
対
策
等
が
必
要
と
判
断

し
た
た
め
で
す
。

（
３
）
基
本
理
念
（
第
３
条
）

こ
の
条
文
は
、
自
転
車
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
で
す
。
自
転
車
の
持
つ
有
用
性
を
ま
ち
づ

く
り
に
活
か
す
こ
と
を
共
通
の
基
本
的
認
識
と
す
る

こ
と
に
よ
り
、
市
、
自
転
車
利
用
者
、
市
民
等
が
相

互
に
連
携
し
協
力
し
て
、
自
転
車
を
活
用
し
た
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

（
４
）
責
務
・
役
割
（
第
４
条
～
第
10
条
）

自
転
車
を
活
用
し
た
健
康
的
で
魅
力
あ
る
ま
ち
づ

く
り
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
市
、
自
転
車
利

用
者
に
つ
い
て
は
責
務
を
、
市
民
、
事
業
者
、
関
係

団
体
、
学
校
、
自
転
車
小
売
業
者
等
に
つ
い
て
は
役

割
を
定
め
て
い
ま
す
。

市
の
責
務
と
し
て
、第
３
条
の
基
本
理
念
に
従
い
、

具
体
的
な
施
策
と
し
て
第
11
条
に
規
定
す
る
基
本
施

策
を
単
一
的
に
独
立
し
て
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、

市
の
魅
力
に
つ
な
が
る
よ
う
総
合
的
に
実
施
す
る
こ
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等
を
通
じ
て
、
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
こ
と

等
を
い
い
ま
す
。

「
自
転
車
を
活
用
し
た
観
光
の
振
興
に
関
す
る
こ

と
。」
は
、
市
内
の
観
光
資
源
を
め
ぐ
る
移
動
手
段

と
し
て
自
転
車
を
活
用
し
た
観
光
の
振
興
に
関
す
る

こ
と
等
を
い
い
ま
す
。

「
自
転
車
を
活
用
し
た
地
域
経
済
・
産
業
の
活
性

化
に
関
す
る
こ
と
。」
は
、
自
転
車
を
通
じ
て
様
々

な
産
業
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
で
、
地
域
経
済
・
産

業
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
等
を
い
い
ま
す
。

「
災
害
時
に
お
け
る
自
転
車
の
有
効
活
用
に
関
す

る
こ
と
。」
は
、
電
動
ア
シ
ス
ト
自
転
車
の
電
源
を

活
用
し
た
避
難
所
支
援
や
被
災
地
間
の
移
動
手
段
な

ど
へ
の
活
用
な
ど
、
災
害
時
に
お
け
る
有
効
活
用
に

関
す
る
こ
と
等
を
い
い
ま
す
。

「
自
転
車
を
安
全
で
快
適
に
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。」
は
、
自
転
車

駐
車
場
の
確
保
や
道
路
の
整
備
な
ど
、
自
転
車
を
快

適
に
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
等
を

い
い
ま
す
。

「
自
転
車
の
安
全
な
利
用
に
関
す
る
教
育
に
関
す

る
こ
と
。」
は
、
自
転
車
の
交
通
マ
ナ
ー
を
守
り
、

安
全
に
利
用
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
交
通
安
全
教
室

の
実
施
や
周
知
、
啓
発
す
る
こ
と
等
を
い
い
ま
す
。

「
多
様
な
交
通
手
段
を
確
保
す
る
た
め
の
自
転
車

を
活
用
し
た
取
組
に
関
す
る
こ
と
。」
は
、
公
共
交

通
サ
ー
ビ
ス
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
自
転

車
を
活
用
す
る
な
ど
、
多
様
な
交
通
手
段

を
確
保
す
る
た
め
の
活
用
に
関
す
る
こ
と

等
を
い
い
ま
す
。

３　

課
題
と
今
後
の
取
組

本
市
は
、
自
転
車
が
安
全
に
通
行
で
き

る
自
転
車
レ
ー
ン
や
幅
員
の
広
い
道
路
の

整
備
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
加
え
て
、
自
転

車
の
通
行
が
多
い
市
街
地
に
も
傾
斜
地
が

あ
る
な
ど
、
自
転
車
の
通
行
に
適
し
た
環

境
が
整
っ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
本
市
が
実
施
し
て
き
た
自

転
車
に
関
す
る
取
組
は
、
担
当
部
署
に
お

け
る
単
一
的
な
取
組
が
多
く
、
他
の
部
署

等
と
連
携
し
て
自
転
車
を
活
用
し
た
取
組

を
進
め
て
い
く
意
識
に
乏
し
い
の
が
現
状

で
す
。

条
例
第
11
条
に
規
定
し
た
基
本
施
策
を

実
施
し
て
い
く
た
め
に
は
、
自
転
車
に
関

す
る
具
体
的
な
事
業
が
前
述
の
八
つ
の
柱

の
ど
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
な
の

か
、
ま
た
、
そ
の
現
状
や
目
標
、
課
題
に

基
づ
く
事
業
と
な
っ
て
い
る
の
か
な
ど
を

検
討
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
す
。
そ
こ
で
、
本
市
に
お
け
る
自
転
車

を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
総
合
的
な
計

画
と
し
て
、
今
後
、「
入
間
市
自
転
車
活

狭山茶・茶畑 まつり 市民

加治丘陵・狭山丘陵 商業施設 交通網

自然・文化財 公共施設 都心から ㎞

健康増進 災害時の移動手段 手軽さ

環境負荷軽減 交流人口 経費削減

渋滞の緩和 消費の拡大 イメージアップ

環 境

環境への負荷の低減を図るための取組

市の魅力（資源） 自転車のメリット

健 康

自転車を活用した健康づくりの推進

観 光

自転車を活用した観光の振興

産 業

自転車を活用した地域経済・産業の活性化

災 害

災害時における自転車の有効活用

空 間

自転車を安全で快適に利用することができる環境の整備

安 全 教 育

自転車の安全な利用に関する教育

交 通 手 段

多様な交通手段を確保するための自転車を活用した取組

基
本
施
策

図表　「自転車活用まちづくり条例」基本施策　イメージ図

先進・ユニーク条例
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用
推
進
計
画
」
を
策
定
し
、
自
転
車
に
関
す
る
様
々

な
取
組
を
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
取
り
ま
と
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

な
お
、
自
転
車
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
く
施
策
の
一
つ
と
し
て
、
条
例
制
定
と
同
時
に

自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購
入
費
補
助
事
業
を
開
始

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
令
和
５
年
４
月
に
施
行
さ
れ

た
改
正
道
路
交
通
法
に
よ
り
、
全
て
の
自
転
車
利
用

者
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
が
努
力
義
務
化
さ
れ
ま
し
た

が
、
本
市
内
で
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
率
が
約
９
％
と

低
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
の
意
識
付

け
を
目
指
し
て
３
年
間
の
サ
ン
セ
ッ
ト
方
式
と
し
て

実
施
し
て
い
る
事
業
で
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
が
促

進
さ
れ
、
安
全
な
自
転
車
活
用
が
図
ら
れ
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

４　

今
後
の
展
望

自
転
車
を
取
り
巻
く
状
況
に
目
を
向
け
る
と
、
デ

ジ
タ
ル
化
や
高
齢
化
の
進
展
等
を
踏
ま
え
、
多
様
な

人
々
が
安
全
で
快
適
に
利
用
で
き
る
自
転
車
の
普
及

を
更
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
都
市
環
境
、

国
民
の
健
康
増
進
、
観
光
地
域
づ
く
り
、
安
全
・
安

心
と
い
っ
た
各
分
野
に
お
い
て
も
、
課
題
が
多
様
化

し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

条
例
制
定
を
契
機
と
し
て
、
多
様
化
す
る
自
転
車

活
用
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
、
担
当
部
署
間
で

連
携
し
て
施
策
に
取
り
組
む
こ
と
の
必
要
性
や
自
転

車
の
メ
リ
ッ
ト
を
再
認
識
す
る
と
と
も
に
、
地
域
経

済
の
発
展
に
も
つ
な
が
る
こ
と
を
見
据
え
な
が
ら
、

関
係
機
関
等
と
連
携
協
力
を
図
り
、
自
転
車
を
活
用

し
た
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
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・特集　マンションにおける“二つの老い”と自治体
マンションにおける“二つの老い”問題と今後の対策
マンションに関する法律と自治体の対応
マンションにおける“二つの老い”と求められる自治体対応
マンションにおける居住者の高齢化をめぐる課題と自治体の対応
マンションにおけるコミュニティづくりと地域との関わり
マンションにおける建替え等の円滑化に向けた課題

・CLOSE UP　先進・ユニーク条例
茨城県鳥インフルエンザの発生の予防及びまん延の防止に関する条例
高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する条例
ふじみ野市地域の医療と介護を守る条例

・トピックス
「遺留金に関する実態調査＜調査結果に基づく勧告＞」の概要
地方議会における委員会へのオンライン出席の状況及びデジタル技術
の活用等の状況について


